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こんな裁判例があったのか！
宗教法人に関わる法律問題や
それに伴う紛争を解決するための
指針がつかめる
◎宗教法人法をはじめ、憲法、墓埋法、民事法、刑事法等の
　関連法を切り口に、豊富な裁判例を体系的に整理
◎裁判例を通じて宗教法の基礎的な知識が
　ヴィヴィッドに把握できる
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第1章❖宗教と憲法
信教の自由／政教分離／司法権の限界  等
第2章❖宗教とガバナンス
規則／備付書類／財産処分／組織・機関／包括・被包括関係／合併・解散  等
第3章❖宗教と墓埋法
墓地使用権／墓地等の経営許可／墓埋法１３条の「正当の理由」／墓地管理／葬祭費用  等
第4章❖宗教と民事法
所有権／賃貸借・使用貸借／不法行為／宗教法人運営上の問題（寄付金返還、債権回収等）／
労働関係法／知的財産法　等
第5章❖宗教と刑事法
礼拝所及び墳墓に関する罪／宗教法人運営上の問題（横領、住居侵入等）／宗教的感情に関連する事案  等
第6章❖宗教と税法
法人税／固定資産税・都市計画税／その他の税目  等
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宗教法人の法律問題
判例にみる

https://www.daiichihoki.co.jp

『神弁協叢書　弁護士実務に効く 判例にみる宗教法人の法律問題』
も好評発売中！

［著］弁護士　本間 久雄（横浜関内法律事務所）

反社会的勢力に負けない社会の実現のために
［編著］神奈川県弁護士会民事介入暴力対策委員会

B5判・592頁　定価：本体3,100円＋税

反社会的勢力からの不当要求行為と
その対応方法が業種別につかめる！

反社会的勢力からの不
当要求行為に関し、ど
の業種の企業から相談
を受けても、弁護士と
して的確な対応ができ
る一冊！

27の業種別に、反社会
的勢力からの不当要求
行為等の典型例、暴力
団排除の必要性、関係
法令、起こりがちな不
当要求行為とその対応
方法、暴力団排除のた
めの取組み、暴力団排
除条項モデル文例を掲
載。
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第２章　業種別の対応

第１　銀行業

典型例

１：暴力団員が，暴力団員であることを秘して，融資を申し込んできた。

２：暴力団員が，暴力団の威力を示して，融資残債務の免除を求めてきた。

１　銀行業における暴力団排除の必要性

（１）暴力団等反社会的勢力への資金融資は直接反社会的勢力に活動資金を供与するこ

ととなるため，与信取引からの暴力団排除の必要性は極めて高い。

とりわけ大衆から多額の資金を集めて豊富な資金力を有する銀行は，反社会的勢

力のターゲットになりやすいことに留意する必要がある。

（２）反社会的勢力に預金取引利用や貸金庫の利用を許すことは，犯罪収益の決済手段

や保管場所，マネーロンダリングの手段として利用されるなど不法な資金獲得活動

の温床となる危険があり，貸金庫の利用は拳銃，麻薬その他の禁制物の保管に利用

されるおそれもあることから，預金取引や貸金庫取引からの暴力団排除の必要性は

高い。

（３）銀行の高い公共性ゆえに，コンプライアンスの観点からも他業界以上に暴力団排

除が求められる（金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」（平成２９年６月改

訂），「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」（平成３０年８月改訂）参照）。

２　銀行業に特に関係する法令
(１) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（暴対法）
（暴力的要求行為の禁止）

第９条　指定暴力団等の暴力団員（以下「指定暴力団員」という。）は，その者の所

属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等（当該指定暴力団等と上方連結

（指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり，又は指定暴力団等の代表者

等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。）をすることにより順

次関連している各指定暴力団等をいう。以下同じ。）の威力を示して次に掲げる行為

をしてはならない。
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第２章　業種別の対応

事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとし

て政令で定めるもの（以下この条において「預貯金通帳等」という。）を譲り受け，

その交付を受け，又はその提供を受けた者は，１年以下の懲役若しくは１００万円

以下の罰金に処し，又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われ

るものであることその他の正当な理由がないのに，有償で，預貯金通帳等を譲り受

け，その交付を受け，又はその提供を受けた者も，同様とする。

２　相手方に前項前段の目的があることの情を知って，その者に預貯金通帳等を譲り

渡し，交付し，又は提供した者も，同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引

として行われるものであることその他の正当な理由がないのに，有償で，預貯金通

帳等を譲り渡し，交付し，又は提供した者も，同様とする。

３　業として前２項の罪に当たる行為をした者は，３年以下の懲役若しくは５００万

円以下の罰金に処し，又はこれを併科する。

４　第１項又は第２項の罪に当たる行為をするよう，人を勧誘し，又は広告その他こ

れに類似する方法により人を誘引した者も，第１項と同様とする。

３　 銀行業において起こりがちな不当要求行為等
とその対応

(１) 融資過程で不当要求行為がなされた場合の対応
ア　貸付業務を行う銀行に対しては，反社会的勢力から信用悪化先等への融資を求めら

れることがたびたびある。

契約自由の原則からこのような貸付要求に応じる必要はないので，毅然と断るべき

である。

なお，支店長クラスの人物が反社会的勢力から饗応接待を受けているために融資を

断れなかったという例が見受けられることから，日頃から「企業が反社会的勢力によ

る被害を防止するための指針」に則った反社会的勢力との関係遮断のためのシステム

構築や接待に係る行内規定の遵守徹底が求められる。

イ　融資過程において指定暴力団員が指定暴力団の威力を示して不当貸付要求等の行為

に及んだ場合には，中止命令・再発防止命令の対象となることから（暴対法第９条各

号，第１１条），積極的に公安委員会に対して中止命令等の発出を求めるべきである。

融資過程における不当貸付要求等の行為に対する中止命令等の発出例としては，以

下のものがある。

稲川会傘下組織組員(23)は，金融機関において，同職員に対し，「誠意を見せろ。」

などと告げて，不当に金銭の贈与を要求したことなどから，その要求等をしてはなら

ない旨の中止命令の発出を受けるとともに，別の金融機関の職員に対し，「借入れの融

通をしろ。」などと告げて，相手方が貸付けを拒絶しているにもかかわらず，執拗に金
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第１　銀行業

の防止」という項目

５　銀行業における暴力団排除条項モデル文例

銀行業においては，全銀協が以下の暴力団排除条項モデル文例を公表している（なお，

表記方法を一部変更している。）。

(１)  銀行取引約定書に盛り込む暴力団排除条項の参考例 
（平成２３年６月２日付一部改正）

（反社会的勢力の排除）

第○条　私又は保証人は，現在，暴力団，暴力団員，暴力団員でなくなった時から５
年を経過しない者，暴力団準構成員，暴力団関係企業，総会屋等，社会運動等標

ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等，その他これらに準ずる者（以下これらを「暴

力団員等」という。）に該当しないこと，及び次の各号のいずれにも該当しないこ

とを表明し，かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

①　暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

②　暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

③　自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもってするなど，不当に暴力団員等を利用していると認められる関係

を有すること

④　暴力団員等に対して資金等を提供し，又は便宜を供与するなどの関与をして

いると認められる関係を有すること

⑤　役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有すること

２　私又は保証人は，自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為

を行わないことを確約いたします。

①　暴力的な要求行為

②　法的な責任を超えた不当な要求行為

③　取引に関して，脅迫的な言動をし，又は暴力を用いる行為

④　風説を流布し，偽計を用い又は威力を用いて貴行の信用を毀損し，又は貴行

の業務を妨害する行為

⑤　その他前各号に準ずる行為

３　私又は保証人が，暴力団員等若しくは第１項各号のいずれかに該当し，若しく

は前項各号のいずれかに該当する行為をし，又は第１項の規定に基づく表明・確

約に関して虚偽の申告をしたことが判明し，私との取引を継続することが不適切
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不当要求行為に関し、弁護士が必要とする情報を網羅！

不当要求改（０６８９１６）２０１９．１０ ＨＯ

第1章　不当要求防止総論
　第 1　 不当要求行為総論 
　第 2　 企業が反社会的勢力による被害を

防止するための指針（反社指針） 
　第 3　 神奈川県暴力団排除条例 
　第 4　 他の都道府県において制定されて

いる暴力団排除条例 
　第 5　 暴力団排除条項 
　第 6　 不当要求行為に対する具体的対応

要領 
　第 7　 弁護士に依頼した場合の対応 
　第 8　 暴力団情報の共有と個人情報保護

法について 

第2章　業種別の対応
　第 1　 銀行業 

　第 2　 証券業 
　第 3　 生命保険業 
　第 4　 損害保険業 
　第 5　 銀行・証券・保険以外の金融業 
　第 6　 運輸業・郵便業 
　第 7　 建設業 
　第 8　 不動産業 
　第 9　 旅館・ホテル業 
　第 10　医療・福祉業 
　第 11　飲食業 
　第 12　製造業 
　第 13　卸売・小売業 
　第14　マスメディア（テレビ局，新聞社等） 
　第 15　自動車販売業 
　第 16　自動車整備業 
　第 17　レンタカー業・リース業 

　第 18　警備業 
　第 19　サービス業 
　第 20　娯楽業 
　第 21　パチンコ業 
　第 22　麻雀業 
　第 23　ゴルフ場 
　第 24　風俗営業 
　第 25　労働者派遣業・職業紹介業 
　第 26　電気・ガス・熱供給・水道業 
　第 27　行政機関

資料①　暴力団員による不当な行為の防止等
に関する法律 

資料②　神奈川県暴力団排除条例 
資料③　指定暴力団一覧表（24団体） 

27の業種ごとに
不当要求行為について詳解！

暴力団排除条項
モデル文例
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